
１．補正予算の内容

　　　平成２０年度決算により繰越金が生じたことから、市町事務費負担金の精算を行うほか、

　　今回補正が必要となる経費について予算措置する。

２．一般会計補正予算（第１号）

　歳　　入 （単位：千円）

項　　　　目 補正前の額 補　正　額 計 備　　　　　　　考

市町負担金 593,417 △ 76,335 517,082 共通経費事務費負担金

繰　越　金 1 76,335 76,336 前年度繰越金

財産収入 － 1,000 1,000
後期高齢者医療制度臨時特例基金に係
る運用利子

合　　　　計 593,719 1,000 594,719

　歳　　出 （単位：千円）

項　　　　目 補正前の額 補　正　額 計 備　　　　　　　考

総　務　費 591,142 1,000 592,142
後期高齢者医療制度臨時特例基金積立
金

合　　　　計 593,719 1,000 594,719

平成２１年度　一般会計補正予算（第１号）の概要



１．補正予算（専決処分）の内容

　　　高額療養費に係る７５歳年齢到達月の自己負担限度額を通常の１／２とする措置を講じる

　　ことについて、２０年４月に遡って適用されることに伴い、対象者に高額療養費特別支給金を

　　支給するための経費について措置する。

２．特別会計補正予算（第２号・専決処分）

　歳　　入 （単位：千円）

項　　　　目 補正前の額 補　正　額 計 備　　　　　　　考

国庫支出金 56,835,837 4,742 56,840,579 特別調整交付金

合　　　　計 174,509,398 4,742 174,514,140

　歳　　出 （単位：千円）

項　　　　目 補正前の額 補　正　額 計 備　　　　　　　考

総務費 402,009 1,442 403,451 高額療養費特別支給金に係る事務費

諸支出金 1,764,521 3,300 1,767,821 高額療養費特別支給金

合　　　　計 174,509,398 4,742 174,514,140

平成２１年度　特別会計補正予算（第２号・専決処分）の概要　



１．補正予算の内容

　　　市町が実施する長寿・健康増進事業に対して、国費を財源として広域連合が補助金を

　　交付するほか、平成２０年度療養給付費国庫負担金等の精算に伴う所要経費について

　　予算措置する。

２．特別会計補正予算（第３号）

　歳　　入 （単位：千円）

項　　　　目 補正前の額 補　正　額 計 備　　　　　　　考

国庫支出金 15,750,301 40,000 15,790,301 特別調整交付金（長寿・健康増進事業）

繰　越　金 2,599,031 158,908 2,757,939 前年度繰越金

合　　　　計 174,514,140 198,908 174,713,048

　歳　　出 （単位：千円）

項　　　　目 補正前の額 補　正　額 計 備　　　　　　　考

保険給付費 169,454,744 △ 122,579 169,332,165 療養給付費負担金

保健事業費 350,072 40,000 390,072
はり・きゅう・ﾏｯｻｰｼﾞ助成事業に係る市町
特別対策補助金

諸支出金 1,767,821 281,487 2,049,308
平成２０年度療養給付費国庫負担金等償
還金

合　　　　計 174,514,140 198,908 174,713,048

平成２１年度　特別会計補正予算（第３号）の概要　


